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宝塚自然の家管理運営事業 老朽化により使用不可の施設について 

 

                                       社会教育部社会教育課 

 

 

宝塚自然の家は、指定管理者により管理棟（令和 4 年(2022 年)2 月築）を中心として他目的広

場やアスレチック、天文台などを活用したさまざまなイベントの実施及び管理運営を行っています。 

老朽化により使用していない施設の変更等については、自然の家の運営に関係することから、

次期指定管理者の指定（現在の指定管理期間終了（令和 12 年(2030 年)3月 31日））に向け老朽

化した施設の取り扱いも含め、今後のあり方について検討することとしています。 

 

 

＜老朽化により使用していない主な施設一覧＞ 

施設名 建築年月 

本館・宿泊棟・風呂棟 1973年 3月 

屋内活動場 1978年 2月 

キャビン（３棟） 1970年 7月 

スタッフ棟 1972年 6月 

プール及び付属室 1972年 6月 

第２・３炊飯場 1972年 6月 

便所・倉庫 1972年 6月 

シャワー棟 1972年 6月 

物置 1980年 3月 

 


